
☆

①　サービス提供　

☆ ②　包括支援センターへ請求書・明細書及び実績を提出 サービス提供翌月５日まで

③　国保連へ請求（包括） サービス提供翌月１０日まで

④　国保連から包括支援センターへ決定通知 サービス提供翌々月初め

⑤　居宅介護支援事業所へ決定通知書を送付（包括） ④の通知後、各事業所へ連絡

☆ ⑥　決定兼返戻通知の金額に差異があった場合包括へ連絡 ⑤の通知後、必要時包括へ連絡

⑦　委託料を振り込み　 サービス提供翌々月末日

【注意事項】

・　請求書・明細書に実績を添付して提出して下さい。（FAX不可）

　　尚、請求依頼書の原本は包括で保管いたします。

☆・・・居宅介護支援事業所が実施

※例　請求の流れ　（10月サービス提供月の場合）

　　　　　　サービス提供　　　　　

　　　　　　10/1～10/31　　　　　11/5　　11/10　　　　　　　12/1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12/31

請求の流れ

               サービス提供　　　　　　　　　　　国保連へ請求　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　10/1～10/31　　　　　11/5　　11/10　　　　　　　12/1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12/31

（居宅介護支援事業者）

（包括支援センター）

実績報告

国保連からの
決定通知

各事業所へ
決定通知書送付

各事業書へ
委託料振り込み


